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障害福祉サービス等に係る事業者説明会

千 葉 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 課

資料18（午後）

 

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の実務

要件等の改正について 

 

 

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の実務要件等については、「指

定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定め

るもの等」（平成18年9月29日厚生労働省告示第544号）が平成31年3月29日厚生労働

省告示第109号により制度改正が行われております。 

改正内容については、「「サービス管理責任者研修事業の実施について」の改正

について（平成31年3月29日障発0329第19号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

長通知）」等により示されており、各事業所におかれましては、既にご了知のこと

と思いますが、今後、更新研修を期限内に受講しなければならないなどの対応が必

要となることから、厚生労働省告示、別添資料（千葉県ホームページ掲載）などを

参考に内容を改めて確認の上、遺漏のないよう対応をお願いします。 

 

 

【参考】千葉県ホームページＵＲＬ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/kenshuu/index.html 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/kenshuu/index.html


 



 



 



 



 


